
5.発生時の対応

5-2.面会制限・入館者管理



平
常
時
の
面
会
制
限

１.平常時より新型コロナウイルス感染症の流行状況
による施設内での対応を決定しておく

２.決定する際に参考となる指標

１）愛媛県感染対策警戒レベル

２）地域の発生状況

３.病院と併設している施設は、病院の感染専門家と
常に状況共有し、事前に対応について相談する

４.ポスターやHPで周知をしておく



※面会時はPCRでの陰性証明が必要(R4.1.8改訂)

愛媛県感染対策警戒レベル 面会についての事項

感染縮小期 福祉施設の面会
一律に制限するのではなく、施設等の特性
を踏まえ、施設長の判断のもとで実施

感染警戒期 福祉施設の面会
一律に制限するのではなく、施設等の特性
を踏まえ、施設長の判断のもとで実施

感染警戒期～特別期間～ 医療・高齢者施設の面会制限
（施設長等の判断による）
医療・高齢者施設の感染対策の再点検

感染対策期 医療・高齢者施設の面会制限
（施設長等の判断による）

愛媛県感染対策警戒レベル参
考



参
考

ポスター掲示の例



面
会
制
限
時
の

面
会
方
法
の
例

アクリル板などで仕切られた空間での対面での面会

院内感染対策に留意した面会の事例より抜粋



アクリル板などで仕切られた空間での対面での面会
面
会
制
限
時
の

面
会
方
法
の
例



ワクチン接種状況などを参考とした対面での面会

院内感染対策に留意した面会の事例より抜粋

面
会
制
限
時
の

面
会
方
法
の
例



院内感染対策に留意した面会の事例より抜粋

面
会
制
限
時
の

面
会
方
法
の
例

タブレット端末を使用した面会



発
生
時
の
面
会
制
限

① 新型コロナウイルス感染症が入所者・利用者で発生した
場合、面会についての方針を施設内で決定する

② 面会に関する方針（決定事項）を入所者や利用者、家族
に説明する

③ ポスターやホームページに面会についての方針を掲載
できるよう準備する

④ 面会中止とした場合、入所者や利用者、家族へ病状説明
や施設内の感染対策状況等の情報提供および代替方法を
検討し実施する（遠隔システムの活用など）



平
常
時
の
入
館
者
管
理

① 平常時より入館者管理について施設内で対応を決定
しておく

② 入館者管理を必要とする対象者

● 面会者

● 常駐外部委託業者

● 配送業者など一時的に入館する業者など



面
会
者
の
入
館
者
管
理

① 面会者については新型コロナウイルス感染症
流行状況により面会時間・1日の面会者数など
を決定する

（詳細は「参考：愛媛県感染対策警戒レベル」を参照）

② 面会時に面会者チェックシートなどを記入して
もらう



参
考

面
会
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
例



常
駐
外
部
委
託
業
者

配
送
業
者
な
ど
へ
の

入
館
者
管
理

① 常駐外部委託業者は施設内職員と同様の感染対策
実施を依頼する
（出勤前の体温測定、県外移動に関する制限など）

② 配送業者など一時的に入館する業者は新型コロナ
ウイルス感染症の流行状況に応じて必要であれば
入館者表の記入を依頼する

③ 新型コロナウイルス感染症が陽性となった場合、
濃厚接触者になった場合は速やかに連絡してもらう
よう依頼する



参
考

入館者記入表例



発
生
時
の
入
館
者
管
理

① 面会者については「発生時の面会制限」を参照

② 常駐外部委託業者については、発生施設と外部委託業者
で下記内容を協議する

●継続して委託業務内容が行えるか否か

●出来ない場合の代替案の検討

例：不潔リネンの受け渡し方法、清掃範囲の決定

③ 配送業者など一時的に入館する業者については下記を
検討する

●入館の必要性の有無

●入館の必要性がある場合は、対応を検討

例：検温・チェックシート記入強化、入口での荷物の受け渡しなど



ま
と
め

１．平常時から県内の新型コロナウイルス感染症
流行状況に関する情報を収集する

２．流行状況に応じた面会制限・入館者管理を

実施し、入所者・利用者や職員を新型コロナ
ウイルスから守る

３．新型コロナウイルス感染症発生時には面会者・

入館者への情報提供を行い、面会や入館に関

する施設の対応に対して理解を得る



感染縮小期 感染警戒期 感染警戒期
（特別期間）

感染対策期

高齢者施設の面会
令和2年8月愛媛県からの要請参
照

感染対策を徹底の
うえで面会可

自粛を要請 原則禁止

全期間に必要な
基本的な感染対策

面会チェックシート活用、手指衛生、マスク着用、面会に際しては談話室などを活用
飲食禁止 予約制が望ましい

面会手段 対面面会
スクリーン面会
タブレット面会

スクリーン面会
タブレット面会

面会禁止を検討 面会禁止

荷物受け渡し 玄関での受け渡し
を検討

玄関での受け渡し

常駐委託業者 施設職員と同様に対応することが望ましい

外部委託業者 通常出入り 委託業務内容把握 委託業務内容代替
もしくは搬入経路
検討

面会時にはPCRでの陰性証明必要・発生状況を踏まえ施設長が判断する

愛媛県感染対策警戒レベルに応じた面会制限・入館管理
参
考



参
考 以下のポスターをワード形式やパワーポイント形式で

資料として配布

公益社団法人愛媛県看護協会ホームページ

https://www.nursing-ehime.or.jp/

① 面会制限ポスター

② 玄関前体温測定依頼ポスター

③ 面会禁止ポスター

④ 面会者入館時チェックリスト
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1.愛媛県感染症情報センターHP

2.別添 事例集掲載版 令和3年11月24日

3.高齢者施設における面会実施方法について

令和3年12月22日

4.日本看護協会 新型コロナウイルス感染症

感染予防・管理のための活用ツール

中小規模病院用・高齢者福祉施設用

5．愛媛県高齢者施設面会モデル

令和4年1月8日改訂


